
- 1 -

 
令和５年度 消費生活相談の概要 

 
第１ 大分県内（県及び市町村相談窓口）の状況  
 

１  相談件数の動向 
 

令和５年度に大分県消費生活センター（アイネス）及び県内各市町村消費生活センター等相談窓

口で受け付けた消費生活相談件数は、7,952 件で、前年度に比べて 235 件、率では 2.9％減少した。 

そのうち、市町村で受け付けた相談件数は 5,049 件で、前年度に比べて 26 件、率では 0.5％の減

少であった。 

過去１０年間の相談件数は 8,000 件前後で推移しており、県と市町村との相談受付の割合（相談分

担率）をみると、５年度の市町村相談分担率は 65.4％であった。 
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県・市町村における消費生活相談件数 （苦情相談、問い合わせ等含む） 

 
 
 
 
 
 
 
 

区分
県(アイネス)

受付分
県・市町村合計

県(アイネス)
受付分

県・市町村合計

市町村名 （件） （件） 対前年度比 分担率※1 （件） （件） （件） 対前年度比 分担率※1 （件）

大分市 1,557 2,177 90% 58% 3,734 1,466 2,139 98% 59% 3,605

別府市 267 562 86% 68% 829 234 623 111% 73% 857

中津市 132 438 85% 77% 570 110 398 91% 78% 508

日田市 46 341 112% 88% 387 46 320 94% 87% 366

佐伯市 132 304 109% 70% 436 121 286 94% 70% 407

臼杵市 74 154 89% 68% 228 70 203 132% 74% 273

津久見市 41 0 0% 0% 41 45 0 0% 0% 45

竹田市 33 92 117% 74% 125 36 76 83% 68% 112

豊後高田市 25 75 56% 75% 100 38 72 96% 65% 110

杵築市 68 152 88% 69% 220 82 163 107% 67% 245

宇佐市 72 408 87% 85% 480 53 412 101% 89% 465

豊後大野市 67 103 170% 61% 170 56 88 85% 61% 144

由布市 101 120 107% 54% 221 113 107 89% 49% 220

国東市 86 84 81% 49% 170 71 93 111% 57% 164

姫島村 3 0 0% 0% 3 2 0 0% 0% 2

日出町 119 23 105% 16% 142 88 41 178% 32% 129

九重町 16 42 97% 72% 58 22 28 67% 56% 50

玖珠町 33 0 0% 0% 33 22 0 0% 0% 22

不明・県外等 240 240 228 228

合計※2 3,112 5,075 106% 63.9% 8,187 2,903 5,049 99% 65.4% 7,952

(注)　県（アイネス）受付分の市町村は、相談者の居住市町村で分類している

※1　市町村受付分の分担率は、市町村受付分／県(アイネス)・市町村合計

※2　合計欄の分担率は、市町村受付分合計／（県(アイネス)・市町村合計－不明・県外等）

４年度 ５年度

 市町村受付分  市町村受付分
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２  あっせん解決率の推移 

 

あっせん件数は 1,067 件と４年度に比べ若干減少したが、あっせん解決率は過去２番目に高く 95.4

％となった。 

 
県・市町村におけるあっせん※解決率の推移 

 

※あっせん：最終的な解決を目指して、事業者と消費者の主張を調整し、交渉すること 
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第２ 大分県消費生活センター（アイネス）の状況  
 

令和５年度に大分県消費生活センター（アイネス）が受け付けた消費生活相談件数は 2,903 件で、前

年度に比べて 209 件、率では 6.7％減少している。 

 

１  相談件数の動向 
 

相談件数は、平成２６年度以降増減を繰り返し 3,000 件前後で高止まりしている。２６年度は健康食

品の送り付け商法に関する相談増により増加、２９年度は架空請求などの不当請求が特に多かったこと

により増加した。令和２年度は新型コロナウイルス感染症関連の相談が多く寄せられたことから増加した

が、３年度は新型コロナ関連が落ち着き再び減少に転じた。令和４年度は主に通信販売での定期購入

に関する相談増により再び相談件数が増加したが、令和５年度は若干減少となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 不当請求：架空請求やワンクリック請求等、業者の不当な請求 

苦情相談：消費者問題が発生している、又は発生するであろうとセンターが判断したもの 
問合せ等：業者の信頼性の問合せや、行政に対する要望など 
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２ 苦情処理相談の契約当事者の構成 

（１） 居住地別では大分市が最も多く全体の 48.5％、以下別府市 7.8％、佐伯市 4.2％となっている。 

 

 
 
 

（２） 性別では、女性が 1,312 件で全体の 48.3％、男性は 1,185 件で同 43.6％と、女性の割合がや

や高くなっている。 

（３） 年代別では、７０歳以上が 734 件と最も多い。続いて６０歳代 442 件、５０歳代 376 件、４０歳代

249 件、２０歳代 206 件、３０歳代 143 件、２０歳未満 56 件となっている。平均年齢は 58 歳（前年度

５６歳）だった。 
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（４）  契約当事者と相談者の関係を年代別にみると、２０歳未満は、契約当事者本人からの相談は

35.7％で、約 6 割が家族等本人以外からの相談である。他の年代では２０歳代の 31.6％、７０歳以

上の 19.6％などが家族等本人以外からの相談となっている。 

 

 
３  商品・役務（サービス）ごとにみた苦情相談の状況 
 

（１） 令和 5 年度は、化粧品、商品一般、健康食品に関する相談が多数となっている。なお、化粧品

や健康食品に関する相談の多くは、主に定期購入契約によるものである。 

 
※1 商品一般：何の代金の請求か分からない場合など、商品（サービス）が特定できないもの 
※2 デジタルコンテンツ：インターネットを通じて得られる情報。パソコン、携帯電話、携帯用端末など 

端末の種類は問わない。（例）有料動画サイト、ＳＮＳ、電子書籍、占いサイトなど 
令和３年度より本キーワードは国の分類基準の変更で細分化され他のキーワードに振り分けられた 

※3 相談・その他：（例）個人間保証人、経営相談、労働相談、アンケート調査、個人間トラブル等の相談 
※4 ファンド型投資商品：運用者が一人又は複数の元から資金を集め運用し、そこから生じる収益の配当又

は財産について出資者に配分を行うもの 
※5 他の保健衛生品：防虫・殺虫用品やメガネ・コンタクトレンズ用品その他（爪切り、耳かき、マスク等） 
※6 役務その他サービス：（例）副業サポート、パソコン等のウイルス駆除サポート、質問サイト等 
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（２） 年代別にみると、年齢が低いほどゲームやアプリなどのインターネットを通じたトラブルが相対的

に多く、年齢が上がるほど化粧品、商品一般に関する相談が多く見られる。なお、化粧品や健康食

品に関する相談は４０歳代以上を通じて多い。２０歳代の特徴としてはエステティックサービスの相談

件数が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1 娯楽等情報配信サービス：趣味や娯楽目的コンテンツ配信サービス（例）アダルト情報、音楽映像配信等 
※2 他の教養・娯楽：（例）ペット診療、スポーツ利用施設、パチンコ、インターネットカフェ等 
※3 複合サービス会員：各種特典をうたった会員サービス（例）レジャー会員券、特典利用できる会費等 
※4 他の金融関連サービス：（例）振込・送金サービス、投資で儲かる方法を教える情報商材等 

 

４  高齢者に関する相談の状況（契約当事者が６５歳以上） 
 

令和５年度の高齢者の苦情相談件数は、982 件で全体の 36.2％を占める。全体における割合は近年

30％台で増加傾向で、令和５年度は過去１０年で最高の割合となった。苦情相談の多い内容は化粧

品、健康食品、商品一般の順となっている。  
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５  販売購入形態ごとにみた苦情相談の状況 
 

（１） 販売購入形態別では、通信販売に関する相談が多く、次に、店舗販売、訪問販売・訪問購入

に関する相談が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1 マルチ・マルチまがい取引：儲かるからと商品の販売組織に誘い、商品を購入させ、友人など次々に組織への              

加入者を増やしていくと利益が得られるというもの 

 
 
 
 

 

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

2,472 2,780 2,589 2,892 2,716
65歳以上 762 856 826 957 982

30.8 30.8 31.9 33.1 36.2

（件）

表4-1　苦情相談件数のうち高齢者が占める件数の推移

年  度

苦情相談 件数

苦情全体の比率

順位 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

1 商品一般 84 商品一般 80 商品一般 82 商品一般 99 化粧品 105

2
デジタル

コンテンツ
51

デジタル

コンテンツ
52 化粧品 53 化粧品 91 健康食品 67

3 健康食品 33 健康食品 48 工事・建築 41 健康食品 47 商品一般 66

4
インターネット

通信サービス
30 化粧品 40 健康食品 38 工事・建築 29 工事・建築 38

5
携帯電話
サービス

29 工事・建築 29
携帯電話
サービス

36
携帯電話
サービス

29
携帯電話
サービス

31

表4-2　高齢者の相談内容の推移

Ｒ４ Ｒ５

　　（件）
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（２） 販売購入形態別・年代別にみると、いずれの年代においても通信販売と店舗販売に関する相

談が多い。訪問販売・訪問購入は７０歳以上の年代が特に多くなっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３） 販売購入形態別に相談の多い主な商品・役務をみると、相談が最も多い通信販売では、化粧

品、健康食品、商品一般、次に多い店舗販売では、賃貸アパート、エステティックサービス、四輪自

動車となっている。訪問販売・訪問購入では、工事・建築、申請代行サービス、新聞の順となってい

る。 

 

 
※1 申請代行サービス：火災保険、助成金、補助金等の申請の手続きを代行するサービス 
※2 異性交際関連サービス：結婚を前提としない交際等サービス（例）出会い系サイト・アプリ等 
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６ 相談があった契約等の契約・購入金額及び救済金額（判明分のみ） 
 

（１） 令和５年度の大分県消費生活センター（アイネス）における 2,903 件の消費生活相談における

契約・購入金額の総合計は、970,959,408 円であった。 

（２） 相談対応の結果、クーリング・オフを根拠に返金、解約された件数は 24 件、クーリング・オフ以

外で既に契約・申込みをしてしまった金額の全額又は一部が相談者に返金された件数は 173 件、

契約・申込みをする前に相談した結果、相談者が当該契約を締結せず、支払わずに済んだ件数は

25 件で、合計 222 件の救済総額は 55,738,475 円だった。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ あっせん解決率の推移 
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第３ 最近注目される消費者問題 
 
1 定期購入契約に関する相談 

 令和５年度の大分県消費生活センター（アイネス）における定期購入契約に関する相談件数は、351

件であり、市町村も含めると 926 件となっている。令和元年度以降急激に増加しており、令和５年度も

高止まりしている。 

 

 
 ※定期購入契約：一定の金額を払うことで定期的に商品を購入する契約 

 

２ 契約当事者が１８歳、１９歳の相談 

大分県消費生活センター（アイネス）及び県内各市町村消費生活センター等相談窓口で受け付けた

契約当事者が１８歳、１９歳の相談件数は、近年、60～90 件台で推移している。令和４年４月から成年

年齢が引き下げられ、令和４年度からは連続して９７件と過去最高の相談件数となっている。 

 

 


